様式第4号の2（第3条関係）
	

	（取扱金融機関用）
	彦根市市民税・県民税（特別徴収）口座振替依頼書
	（兼還付金口座振込依頼書）

	
	（自動払込利用申込書）
	年　　月　　日

	取扱金融機関　御中
	
	納　付
義務者
	住所
	

	
	
	
	氏名
	
	℡(   　　 )    －

	
	
	私が納付すべき次の市税を下記の口座から振替（払込）の方法で納付したいので依頼します。

	1 指定預貯金口座
	

	金　融　機　関　用
ゆうちょ銀行以外の
	
	銀行
金庫
組合
農協
	
	店
支　店
出張所
	口座番号
(右詰めで記入。8桁に満たないときは頭に「0」を記入)
	
	
	
	
	
	
	
	
	届出印

	
	
	
	
	
	フリガナ
	
	

	
	金融機関コード
	
	
	
	
	支店コード
	
	
	
	口　座
名義人
	
	

	
	預金種別
	普通・当座・納税準備
	
	
	

	

	2 振替（払込）依頼科目
	（依頼内容を記入してください。）

	科目
	（記入例を参考に記入してください。）

	1
	市県民税（特別徴収）
	各期
	特別徴収義務者
	※指定番号

	

	
	
	金融機関使用欄
	検　印

	
	
	
	
	

	
	
	
	（不 渡 返 却 事 由）
1.預金取引なし　3.印鑑相違
2.記載事項等相違　4.その他
店名、預金科目
口座番号、口座名義

備考
	

	＜約定＞
	
	
	

	1
	特別徴収（納付）義務者が彦根市へ支払うべき市税の納付書または口座振替に関するデータの送付があったときは、貴行において振替指定日に上記の指定預貯金口座から指定の金額を振替納付して
ください。
	
	
	

	
	
	
	
	印鑑照合

	2
	前項の手続について、預貯金規定にかかわらず小切手払戻請求書等は一切これを省略しますので、貴行の所定の方法で処理してください。
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	指定預貯金口座残高が振替日において振替金額に満たないときは、当方に通知することなく直ちに納付書または口座振替に関するデータを彦根市に返却されても異議ありません。
	
	
	

	4
	当方の都合によりこの取扱いを解約する場合は、彦根市へ届出いたします。また貴行および彦根市が必要と認めた場合には、市税口座振替扱いを解約されても異議ありません。
	
	
	

	
	
	
	
	受 付 印

	5
	口座振替済領収通知書の発行は省略されても差し支えありません。
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	特別徴収（納付）義務者と口座名義人が異なる場合、口座名義人は料金の口座振替を承諾したものとみなします。
	
	
	

	7
	この取扱いについて、万一紛議が生じても貴行には迷惑をかけません。
	
	
	

	彦根市役所　1／３

	



	

	（市役所用）
	彦根市市民税・県民税（特別徴収）口座振替依頼書
	（兼還付金口座振込依頼書）

	
	（自動払込受付通知書）
	年　　月　　日

	彦根市　御中
	
	納　付
義務者
	住所
	

	
	
	
	氏名
	
	℡(   　　 )    －

	
	
	私が納付すべき次の市税を下記の口座から振替（払込）の方法で納付したいので依頼します。

	1 指定預貯金口座
	

	金　融　機　関　用
ゆうちょ銀行以外の
	
	銀行
金庫
組合
農協
	
	店
支　店
出張所
	口座番号
(右詰めで記入。8桁に満たないときは頭に「0」を記入)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	フリガナ
	
	

	
	金融機関コード
	
	
	
	
	支店コード
	
	
	
	口　座
名義人
	
	

	
	預金種別
	普通・当座・納税準備
	
	
	

	
	

	2 振替（払込）依頼科目
	（依頼内容を記入してください。）
	

	科目
	（記入例を参考に記入してください。）

	1
	市県民税（特別徴収）
	各期
	特別徴収義務者
	※指定番号

	

	※ 市 役 所 記 入 欄
	内 容 確 認
	担 当 課 受 付
	市 役 所 受 付
	
	金融機関受付印

	
	コード
	
	
	
	
	

	
	コード
	
	
	
	
	

	
	備考
	
	
	
	

	彦根市役所　２／３

	



	

	（申込者控用）
	彦根市市民税・県民税（特別徴収）口座振替依頼書
	（兼還付金口座振込依頼書）

	
	（自動払込利用申込書）
	年　　月　　日

	
	納　付
義務者
	住所
	

	
	
	氏名
	
	℡(   　　 )    －

	
	私が納付すべき次の市税を下記の口座から振替（払込）の方法で納付したいので依頼します。

	1 指定預貯金口座
	

	金　融　機　関　用
ゆうちょ銀行以外の
	
	銀行
金庫
組合
農協
	
	店
支　店
出張所
	口座番号
(右詰めで記入。8桁に満たないときは頭に「0」を記入)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	フリガナ
	
	

	
	金融機関コード
	
	
	
	
	支店コード
	
	
	
	口　座
名義人
	
	

	
	預金種別
	普通・当座・納税準備
	
	
	

	
	

	2 振替（払込）依頼科目
	（依頼内容を記入してください。）
	

	科目
	（記入例を参考に記入してください。）

	1
	市県民税（特別徴収）
	各期
	特別徴収義務者
	※指定番号

	

	＜約定＞
	
	

	1
	特別徴収（納付）義務者が彦根市へ支払うべき市税の納付書または口座振替に関するデータの送付があったときは、貴行において振替指定日に上記の指定預貯金口座から指定の金額を振替納付してください。
	
	

	
	
	
	金融機関受付印

	2
	前項の手続について、預貯金規定にかかわらず小切手払戻請求書等は一切これを省略しますので、貴行の所定の方法で処理してください。
	
	

	
	
	
	

	3
	指定預貯金口座残高が振替日において振替金額に満たないときは、当方に通知することなく直ちに納付書または口座振替に関するデータを彦根市に返却されても異議ありません。
	
	

	4
	当方の都合によりこの取扱いを解約する場合は、彦根市へ届出いたします。また貴行および彦根市が必要と認めた場合には、市税口座振替扱いを解約されても異議ありません。
	
	

	5
	口座振替済領収通知書の発行は省略されても差し支えありません。
	
	

	6
	特別徴収（納付）義務者と口座名義人が異なる場合、口座名義人は料金の口座振替を承諾したものとみなします。
	
	

	7
	この取扱いについて、万一紛議が生じても貴行には迷惑をかけません。


	
	

	（ 裏 面 の 申 込 規 程　も よ く ご 覧 く だ さ い 。 ）
	彦根市役所　３／３

	

	



	
彦根市市民税・県民税（特別徴収）口座振替依頼書申込規程

	

	１　預金不足の場合

	1 振替日が定まっていますので、振替日の前日までに入金してください。

	2 振替日に振替納付できない場合、納期内に納入書にて納付してください。
振替不能の通知は致しません。

	

	２　口座振替をご利用できない場合

	納期変更されたものは口座振替できませんのでご了承ください。

	

	３　口座振替の取扱いを解約、変更される場合

	1 口座振替の申込みをされますと、翌年度以降に係る市税についても取扱いされます。

	2 預貯金口座に変更のある場合は、口座振替依頼書を改めて提出してください。
また、解約される場合は、取扱金融機関および市役所の担当課へお申出ください。

	

	４　自動的に解約となる場合

	1 市県民税（特別徴収）の納期特例が適用されなくなった場合は、依頼内容は自動的に解約されます。

	2 既に口座振替依頼書を提出している科目について、さらに口座振替依頼書の提出がなされた場合は、最新の依頼書の内容を優先し、変更前の依頼内容は自動的に解約されます。

	

	５　その他の注意事項

	1 口座振替の開始は、彦根市が口座振替依頼書を受理した日の翌月以降からです。

	2 振替日は６月分～１１月分が11月末日、１２月分～翌年５月分が翌年5月末日です。
末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。

	3 領収証書の発行はできません。

	

	６　市税に還付が生じた場合

	口座振替依頼書の申込納付義務者に対して市税の還付が生じた場合は、口座振替申込口座へ還付金を振込みさせていただきます。

	

	７　ご利用できる金融機関

	滋賀銀行、滋賀中央信用金庫、りそな銀行、関西アーバン銀行、大垣共立銀行、
京都銀行、近畿労働金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、
商工組合中央金庫、東びわこ農業協同組合の各本店、支店、出張所

	

	☆詳しくは市役所の担当課へお問い合わせください。☆

	

	彦根市役所　税務課
〒522-8501　彦根市元町4番2号
℡　0749-22-1411（代表）




